
※掲載の事例は実際にあった事例をまとめたものです。 

※義務設置場所、設置時期が異なる場合がありますので、消防本部（143－4151）に確認しましょう。 

子供部屋や高齢者の居室など、 
就寝に使われている部屋に取り付けましょう。 
●寝室・階段への取り付けは義務付けられています。 
●台所・居室への取り付けもお勧めします。 

設置する場所 




